
 

小野市福祉給付適正化条例の成立にあたっての会長声明 

 

 小野市市議会は本日、「小野市福祉給付適正化条例」（以下、「本条例」という）を可決

した。当会は２０１３年（平成２５年）３月８日付「小野市福祉給付適正化条例案に反対す

る会長声明」を発して条例案に強く反対し、条例案の撤回・廃案を求めていた。受給者の人

権を侵害し、市民等を監視態勢に巻き込み、生活保護等に対する差別偏見を助長するおそれ

のある本条例が可決したことは極めて遺憾である。 

 当会は、上記声明において既に指摘したとおり、本条例が生活保護受給者その他経済的困

窮者の人権侵害を招きかねず、違憲の疑いもあることに鑑み、貴市に対し、速やかに同条例

を廃止の方向で見直すことを求める次第である。そして、それまでの間、本条例を制定した

貴市においては、貴市在住の生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯等に対する差別偏見

が助長されないよう、また経済的に困窮した市民が萎縮して、申請・利用をためらわないよ

うに適切な配慮がなされるべきであることを指摘する。 

 また、本条例により福祉事務所による受給者に対する違法な指導指示がなされないよう憲

法並びに生活保護法の趣旨に適う福祉行政が行われるように求める次第である。そもそも、

本条例では要保護者の支援、「漏給防止」も目的とされているのであるから、貴市には、生

活困窮者に対するなお一層の積極的な支援を期待する。 

 さらに、本条例を制定した貴市においては、全国の自治体に率先してギャンブル依存症対

策の充実に取り組まれることを期待したい。 

 今後、当会は、関係各機関と連携しながら生活保護受給者等への相談支援体制をより一層

充実するとともに、貴市において生活困窮者に対する人権侵害が生じないかについてより一

層注視して行く所存である。 
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